
　保育園、幼稚園、認定
こども園などの利用を希望
する保護者の方には、利
用のための認定を受けて
いただきます。
　右表の3つの区分に応じ
て、施設などの利用先が決
まります。

[問合せ]　子育て健康課　子ども支援係　☎44-1111（内線1151・1152）

認定区分 利用できる主な施設・事業

※２号認定・３号認定の場合、保育を必要とする理由などにより「保育標準時間（最長11時間まで）」と「保
育短時間（最長８時間まで）」のいずれかに区分されます。

対象となる子ども

１号認定

２号認定

幼稚園、認定こども園

保育園、認定こども園

保育園、認定こども園
小規模保育施設など３号認定

支給認定

入所の申込方法

満３歳以上の就学前の子ども(２号認定を除く)

満３歳以上で保護者の就労や疾病などにより、
保育を必要とする子ども

満３歳未満で保護者の就労や疾病などにより、
保育を必要とする子ども

●必要書類
①支給認定申請書兼入所申込書
②保育の必要性を証明する書類（就労証明書など）
③利用者負担額（保育料）を決定するために必要な書類
●受付期限／平成31年1月31日(木)
●受付時間／ 8時15分～ 17時
※年末年始（12月29日～1月3日）、土・日曜日、祝日を除きます。
※受付期間終了後は、定員に空きのある施設のみの申し込みとな
りますので早めにお申し込みください。
●受付場所
・子育て健康課  子ども支援係（健康センター内）
・尾上・碇ヶ関総合支所  市民生活課  市民係
※幼稚園、認定こども園（1号認定）につい
ては、直接施設へお申し込みください。

●利用者負担（保育料）について
　利用者負担（保育料）は、入所する子どもと同一世帯に属し、
生計を一にする父母の市民税額の合計で決定されます。ただ
し、家計の中心者が父母以外（祖父母など）の場合は、その
方の市民税額も合算し、決定します。
●支給認定・入所の決定について
　受付期間終了後に入所の決定を行い、申し込みが多数の場
合、選考基準により優先度の高い子どもから入園を決定します。
支給認定は入所の決定と併せて行います。
●入所のしおり、申請書類の配布について
　入所のしおり、申請書類は子育て健康課子ども支援係、尾
上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係、市内保育施設で配
布しております。

☆詳しくは、「入所のしおり」をご確認いただくか、子育て健
康課子ども支援係までお問い合わせください。

　全国的に消防団員が減少傾向にあり、かつ消
防団員のサラリーマン化が進行しています。当
市においても、災害時の消防団員の不足が懸念
されています。

　■平川市の現状
　①消防団員定数 760 人に対する団員数　653 名（85.9％）
　②平川市消防団員サラリーマン率　62.3％

　このまま消防団員の減少が続くと、大雨や台風、河川の氾濫などによる風水害、
また、日中に火災が発生した時や、大地震などの大規模災害が起こった時に地域の
安全安心を守れなくなる恐れがでてきます。
　そこで、市では消防団ＯＢなどの人材を活用し、特定の災害時のみ活動していた
だく「機能別消防団員制度」といった新たな制度を導入しました。

＊入団を希望する場合は下記まで、お問い合わせ下さい。

機能別消防団員制度を
導入しました!!

　仕事や家族の都合などで全ての活動に参加することが困難な場合、そ
れぞれの能力やメリットを活かしながら、特定の消防団活動や時間の許
す範囲での活動ができます。

2019年度

DATE

[問合せ]　総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1352・1354）

半数
以上

団員
不足

定員
以下

●保育を必要とする主な理由
＊月48時間以上就労している　　＊妊娠中・出産後間もない　　＊疾病・心身に障がいがある
＊同居または長期入院している親族の介護・看護をしている　など

／
待
っ
て
ま
ー
す
！
＼

　2019年4月から新たに入所を希望する子どもの支給認定・利用申込みの受付を開始します。
現在利用中の方には、施設をとおして継続利用についてご案内します。
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災害時に支援が
必要な方の名簿を
作成しています

[問合せ]　福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）

平成 31 年度（平成 30 年分）

給与支払報告書の提出について

　平成30年中に給与・賃金など（パート・アルバイト、
専従者給与を含む）を支払った事業主は、平成31年１
月１日現在で平川市に住んでいるすべての受給者の給与
支払報告書を提出していただく必要があります（地方税
法第317条の６）。
　また、支払金額が30万円以下の退職者についても、
公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
　平成31年度（平成30年分）給与支払報告書の様式に
ついては、税務課窓口において配布しています。総務省
ホームページよりダウンロードすることもできますので
ご利用ください。
　給与支払報告書は、給与所得者の市・県民税を決定す
る重要な資料となりますので、期限までに必ず提出をお
願いします。

　平成30年分の市民税・県民税（兼国民健康保険税）の
申告相談および確定申告相談については、市民の皆さま
からのご要望などに配慮し、以下により実施します。皆
さまのご理解とご協力をお願いします。
　詳しい日程などについては、広報12・１月号にておし
らせします。

[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241・1242・1243）

平成 31 年度（平成 30 年分）

市民税・県民税の申告相談について

指定地域 日程 場所

碇ヶ関地域 平成31年２月１日(金)
　　　～２月５日(火)

平成31年２月 ６日(水)
　　　～２月18日(月)

平成31年２月19日(火)

平成31年２月20日(水)
　　　～３月 ７日(木)
平成31年３月 ８日(金)
　　　～３月15日(金)

碇ヶ関総合支所

＼給与支払報告書にはマイナンバーの記入が必要です／

尾上地域

市内全域

本庁舎

※土・日曜日、祝日の申告相談は受け付けしておりませ
んのでご了承ください。

提出期限：平成31年１月31日（木）
提出場所：本庁舎２階　税務課住民税係

平賀地域
（東部地区）

平賀地域

尾上総合支所

本庁舎

葛川支所

下記の要件のうち、いずれかに該当する方が対象となります。

①65 歳以上で一人暮らしおよび高齢者のみの世帯
②身体障害者障害程度等級１～３級の方
③療育（愛護）手帳判定基準の障害判定Ａ判定の方
④精神障害者保健福祉手帳の障害等級１、２級の方
⑤介護保険の要介護認定３～５の方
⑥その他支援を必要とする方（難病や歩行困難な方など）

❶氏名、住所、生年月日、性別、電話番号　
❷避難支援などを必要とする理由　❸かかりつけ医療機関　
❹担当民生委員・児童委員に関する情報　
❺緊急連絡先に関する情報　❻地域支援者に関する情報

自主防災組織（自主防災組織がない場合は町会）、消防団、
民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防署、警察署

下記の受付窓口に登録申請書類がありますので、必要事項
を記入のうえ、提出してください。
なお、代理人による申請も可能です。
　▷福祉課　福祉総務係（健康センター内）
　▷尾上総合支所市民生活課  市民係
　▷碇ヶ関総合支所市民生活課  市民係
　▷葛川支所
※以前に申請書を提出した方で登録内容に変更がある方
は、その内容をおしらせください。

対象となる方

名簿の提供先

申請受付（随時受付しています）

地域支援を行う関係機関（委員）へ提供する情報

市民の皆さまへ事業者の皆さまへ

＊ご注意ください＊
災害発生時の避難支援については、地域支援を行う関係
機関（委員）が可能な範囲で活動を行っていただくもの
であり、名簿に登録することで、災害時の支援が保障さ
れるものではありません。

　災害時に自力で避難することが困難な在宅の一人暮らし高齢者
や障がい者などに関する情報を掲載した「避難行動要支援者名簿」
を作成し、地域支援を行う関係機関（委員）へ事前に提供するこ
とにより、いざという時に備えてもらう取り組みを行っています。
　この名簿を提供することに同意し、登録を希望する方は、名簿
登録申請をお願いします。
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　保育園、幼稚園、認定
こども園などの利用を希望
する保護者の方には、利
用のための認定を受けて
いただきます。
　右表の3つの区分に応じ
て、施設などの利用先が決
まります。

[問合せ]　子育て健康課　子ども支援係　☎44-1111（内線1151・1152）

認定区分 利用できる主な施設・事業

※２号認定・３号認定の場合、保育を必要とする理由などにより「保育標準時間（最長11時間まで）」と「保
育短時間（最長８時間まで）」のいずれかに区分されます。

対象となる子ども

１号認定

２号認定

幼稚園、認定こども園

保育園、認定こども園

保育園、認定こども園
小規模保育施設など３号認定

支給認定

入所の申込方法

満３歳以上の就学前の子ども(２号認定を除く)

満３歳以上で保護者の就労や疾病などにより、
保育を必要とする子ども

満３歳未満で保護者の就労や疾病などにより、
保育を必要とする子ども

●必要書類
①支給認定申請書兼入所申込書
②保育の必要性を証明する書類（就労証明書など）
③利用者負担額（保育料）を決定するために必要な書類
●受付期限／平成31年1月31日(木)
●受付時間／ 8時15分～ 17時
※年末年始（12月29日～1月3日）、土・日曜日、祝日を除きます。
※受付期間終了後は、定員に空きのある施設のみの申し込みとな
りますので早めにお申し込みください。
●受付場所
・子育て健康課  子ども支援係（健康センター内）
・尾上・碇ヶ関総合支所  市民生活課  市民係
※幼稚園、認定こども園（1号認定）につい
ては、直接施設へお申し込みください。

●利用者負担（保育料）について
　利用者負担（保育料）は、入所する子どもと同一世帯に属し、
生計を一にする父母の市民税額の合計で決定されます。ただ
し、家計の中心者が父母以外（祖父母など）の場合は、その
方の市民税額も合算し、決定します。
●支給認定・入所の決定について
　受付期間終了後に入所の決定を行い、申し込みが多数の場
合、選考基準により優先度の高い子どもから入園を決定します。
支給認定は入所の決定と併せて行います。
●入所のしおり、申請書類の配布について
　入所のしおり、申請書類は子育て健康課子ども支援係、尾
上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係、市内保育施設で配
布しております。

☆詳しくは、「入所のしおり」をご確認いただくか、子育て健
康課子ども支援係までお問い合わせください。

　全国的に消防団員が減少傾向にあり、かつ消
防団員のサラリーマン化が進行しています。当
市においても、災害時の消防団員の不足が懸念
されています。

　■平川市の現状
　①消防団員定数 760 人に対する団員数　653 名（85.9％）
　②平川市消防団員サラリーマン率　62.3％

　このまま消防団員の減少が続くと、大雨や台風、河川の氾濫などによる風水害、
また、日中に火災が発生した時や、大地震などの大規模災害が起こった時に地域の
安全安心を守れなくなる恐れがでてきます。
　そこで、市では消防団ＯＢなどの人材を活用し、特定の災害時のみ活動していた
だく「機能別消防団員制度」といった新たな制度を導入しました。

＊入団を希望する場合は下記まで、お問い合わせ下さい。

機能別消防団員制度を
導入しました!!

　仕事や家族の都合などで全ての活動に参加することが困難な場合、そ
れぞれの能力やメリットを活かしながら、特定の消防団活動や時間の許
す範囲での活動ができます。

2019年度

DATE

[問合せ]　総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1352・1354）

半数
以上

団員
不足

定員
以下

●保育を必要とする主な理由
＊月48時間以上就労している　　＊妊娠中・出産後間もない　　＊疾病・心身に障がいがある
＊同居または長期入院している親族の介護・看護をしている　など

／
待
っ
て
ま
ー
す
！
＼

　2019年4月から新たに入所を希望する子どもの支給認定・利用申込みの受付を開始します。
現在利用中の方には、施設をとおして継続利用についてご案内します。

⑧　広報ひらかわ　2018-11

災害時に支援が
必要な方の名簿を
作成しています

[問合せ]　福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）

平成 31 年度（平成 30 年分）

給与支払報告書の提出について

　平成30年中に給与・賃金など（パート・アルバイト、
専従者給与を含む）を支払った事業主は、平成31年１
月１日現在で平川市に住んでいるすべての受給者の給与
支払報告書を提出していただく必要があります（地方税
法第317条の６）。
　また、支払金額が30万円以下の退職者についても、
公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
　平成31年度（平成30年分）給与支払報告書の様式に
ついては、税務課窓口において配布しています。総務省
ホームページよりダウンロードすることもできますので
ご利用ください。
　給与支払報告書は、給与所得者の市・県民税を決定す
る重要な資料となりますので、期限までに必ず提出をお
願いします。

　平成30年分の市民税・県民税（兼国民健康保険税）の
申告相談および確定申告相談については、市民の皆さま
からのご要望などに配慮し、以下により実施します。皆
さまのご理解とご協力をお願いします。
　詳しい日程などについては、広報12・１月号にておし
らせします。

[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241・1242・1243）

平成 31 年度（平成 30 年分）

市民税・県民税の申告相談について

指定地域 日程 場所

碇ヶ関地域 平成31年２月１日(金)
　　　～２月５日(火)

平成31年２月 ６日(水)
　　　～２月18日(月)

平成31年２月19日(火)

平成31年２月20日(水)
　　　～３月 ７日(木)
平成31年３月 ８日(金)
　　　～３月15日(金)

碇ヶ関総合支所

＼給与支払報告書にはマイナンバーの記入が必要です／

尾上地域

市内全域

本庁舎

※土・日曜日、祝日の申告相談は受け付けしておりませ
んのでご了承ください。

提出期限：平成31年１月31日（木）
提出場所：本庁舎２階　税務課住民税係

平賀地域
（東部地区）

平賀地域

尾上総合支所

本庁舎

葛川支所

下記の要件のうち、いずれかに該当する方が対象となります。

①65 歳以上で一人暮らしおよび高齢者のみの世帯
②身体障害者障害程度等級１～３級の方
③療育（愛護）手帳判定基準の障害判定Ａ判定の方
④精神障害者保健福祉手帳の障害等級１、２級の方
⑤介護保険の要介護認定３～５の方
⑥その他支援を必要とする方（難病や歩行困難な方など）

❶氏名、住所、生年月日、性別、電話番号　
❷避難支援などを必要とする理由　❸かかりつけ医療機関　
❹担当民生委員・児童委員に関する情報　
❺緊急連絡先に関する情報　❻地域支援者に関する情報

自主防災組織（自主防災組織がない場合は町会）、消防団、
民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防署、警察署

下記の受付窓口に登録申請書類がありますので、必要事項
を記入のうえ、提出してください。
なお、代理人による申請も可能です。
　▷福祉課　福祉総務係（健康センター内）
　▷尾上総合支所市民生活課  市民係
　▷碇ヶ関総合支所市民生活課  市民係
　▷葛川支所
※以前に申請書を提出した方で登録内容に変更がある方
は、その内容をおしらせください。

対象となる方

名簿の提供先

申請受付（随時受付しています）

地域支援を行う関係機関（委員）へ提供する情報

市民の皆さまへ事業者の皆さまへ

＊ご注意ください＊
災害発生時の避難支援については、地域支援を行う関係
機関（委員）が可能な範囲で活動を行っていただくもの
であり、名簿に登録することで、災害時の支援が保障さ
れるものではありません。

　災害時に自力で避難することが困難な在宅の一人暮らし高齢者
や障がい者などに関する情報を掲載した「避難行動要支援者名簿」
を作成し、地域支援を行う関係機関（委員）へ事前に提供するこ
とにより、いざという時に備えてもらう取り組みを行っています。
　この名簿を提供することに同意し、登録を希望する方は、名簿
登録申請をお願いします。
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「尾上日沼線・尾上金屋線」

を実施します

「尾上日沼線・尾上金屋線」

１．平賀ハイヤー（固定電話からは 0120-44-2731 ／それ以外からは 0172-44-2731）へ電話する。
２．乗りたい路線名、時間（便）、停留所、氏名、電話番号、乗車人数を伝え予約してください。
３．予約した時間に停留所で乗り合いタクシーへ乗車してください。運賃は降車時にお支払いください。

※運行時刻の２時間前までに予約してください。ただし、尾上日沼線の１便～３便、尾上金屋線の１便、２便を
ご利用の方は前日の 20時までに予約してください。

[ 問合せ ]　企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線 1433・1434）

11月末をもって、弘南バス「弘前尾上線」は廃止とな
ります。
12月１日からは、乗り合いタクシー「尾上日沼線」を
運行いたしますのでそちらをご利用ください。
※弘前方面へは、日沼地区の停留所にて弘南バス「弘
前黒石線」への乗り換えが必要となります。

12月１日から、弘南バス「黒石尾上線」が減便となります。

※土日祝日は、乗り合いタクシー「尾上金屋線」を運
行いたしますので尾上～金屋間の移動の際はそちらを
ご利用ください。

「尾上日沼線・尾上金屋線」乗り合
いタクシー詳細や時刻表について
は、尾上地域の方に別途チラシを毎
戸配布しています。

『弘前尾上線』廃止
『黒石尾上線』減便　にともない、

変更前

１日７往復
（計14便）

変更後

平日のみ  １日３往復
（計６便）

※利用にはタクシー会社へ電話予約が必要となります。

ＪＲ東日本秋田支社からのお知らせ
ー　奥羽本線「津軽湯の沢駅」冬季期間の列車通過について　－

　ＪＲ東日本では、お客さまのご利用状況を反映した冬季期間の運行管理を検討して参りました。
　この度、奥羽本線 津軽湯の沢駅について、平成30年12月１日から平成31年３月31日まで、全列車を「通過」
とします。また、平成31年度以降についても、12月１日から３月31日まで通過となりますので、ご理解とご協力
をお願いします。

[問合せ]　碇ヶ関総合支所市民生活課　総務係　☎  44-1111（内線3120）

を実施します

り い
タクシー

「弘前尾上線」について

「黒石尾上線」について

運行日程・運賃

予約のしかた（尾上日沼線・尾上金屋線共通）

運行期間／ 12月１日(土)
　　　　　～平成31年11月30日(土)
運行曜日／毎日運行
運　　賃／大人200円、
　　　　　小人（小学生）100円、幼児無料

運行期間／ 12月１日(土)
　　　　　～平成31年11月30日(土)
運行曜日／土・日・祝日のみ
運　　賃／大人200円、
　　　　　小人（小学生）100円、幼児無料

尾上日沼線（津軽尾上駅⇔日沼地区） 尾上金屋線（津軽尾上駅⇔金屋地区）

※チラシはイメージです

弘南バス
弘南バス

弘南バス

12月１日から
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【材料（４人分）】
・ご飯…茶碗４杯分　・けの汁の具250ｇ（木村食品さんの水煮を使用）
・卵…４個　・豚バラ…120ｇ　・清水森ナンバ…100ｇ
・長ネギ…４ｃｍ程度　・サラダ油…少々　・胡椒…少々　・ごま油…少々

◎調味料（事前に合わせる）
☆オイスターソース…大さじ４　☆醤油…大さじ２
☆鶏ガラスープの素…大さじ４

【作り方】
❶500cc の水に昆布を一枚入れて、一晩水
出ししておく。
❷帆立貝柱を、100cc の昆布だしで軽く茹
で、貝柱は軽くほぐしておく。ゆで汁は昆
布だしに混ぜておく。
❸鍋に米油、みじん切りにした玉ねぎ、塩
を入れ、玉ねぎが少し色づくまで炒める。
❹米を加え、玉ねぎの香りを移すように透
明になるまで炒める。
❺シードルを加え、アルコール分を飛ばし
ながら煮つめる。
❻昆布だし200ccを加え、中～強火で時々
かき混ぜながら加熱する（中火８分位～）
❼水分がなくなってきたら、昆布だしを
100cc ずつ２回に分けて加え、帆立貝柱の
ほぐし身を加え、アルデンテに仕上げる。
残りの100ccで好みの固さに調整する。
❽器にこんもりと盛りつけ、お好みで白こしょ
うや粉チーズ、季節の香り野菜をのせる。

「青森の海と里の恵みリゾット」

「男は黙って米を喰え！Ｋのgoodチャーハン」

（高畑在住：藤田厚子さん考案のメニュー）

【材料（４人分）】
・米…２合
・玉ねぎ…100ｇ
・塩…小さじ1/2
・米油…大さじ１
・シードル（辛口）…40cc
・昆布…１枚
・水…500cc
・帆立 (貝柱のみ )…２枚

◎盛り付け用
・白こしょう
・パルメザンチーズ
・季節の香り野菜
（三つ葉、エンドウ、　
パセリ  など）

　青森県産米（青天の霹靂、つがるロマンなど）を使い、そのお米に、青森県産のだし昆布と帆立の旨みをしみ込ませたリゾットです。本場
のリゾットは、オリーブオイルや白ワインを使いますが、繊細なお米の食味、だし昆布や帆立の旨みをそこなわないようにオイルは米油を使
い、香りづけは、ワインではなくりんごのシードルを使いました。青森県の海のだしとお米、りんごシードルの風味を凝縮させた一皿です。

料理のコンセプトやエピソードなど

料理のコンセプトやエピソードなど

( 青森県立柏木農業高等学校：食品科学科　加工品開発班男子チーム考案メニュー）

　津軽地方に馴染みの深いけの汁ですが、班員８名のうち、半数が食べたことがない、ということが話し合いで分かりました。また、
食べたことのある班員からは、そもそもけの汁が苦手という意見も見られました。そこで、けの汁の具材は炒飯の具材に応用できる
のではないかと考え、私たちはけの具チャーハンの試作を重ねました。味が薄い、特徴がないという先生方や班員の意見を取り入れ、
思い切って清水森ナンバを100ｇに増量。ちなみに清水森ナンバは、私たち高校生が授業で栽培したものを使用しています。後引く
辛さが食欲を誘い、特徴を見いだすことができました。津軽の具材を用いた、モリモリ食べることのできる炒飯が完成しました。

【作り方】
❶豚バラ肉、清水森ナンバ、長ネギは小さく刻んでおく。卵は溶き
ほぐしておく。けの汁の具は水気を切っておく。
☆調味料を合わせておく。（お好みで薄くしても濃くしても良いです）
❷フライパンにサラダ油を熱し、肉、長ネギ、清水森ナンバ、けの汁
の具の順番に入れて炒める。次に卵を入れ、炒めきる前にご飯を投入し
更に炒める。
❸パラパラになったら☆調味料を入れて、胡椒とごま油で味を調えて完成。

男子高生考案レシピ !

食育
通信

みなさんも、是非つくってみてはいかがでしょう♪

　新米がおいしい時期です。今回は、市民の方からよせられた
お米をモリモリ食べるためのレシピをご紹介します。

＼11月は食育月間／
hirakawa kitchen
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